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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コイル導体が平面に巻き形成されたフィードバックコイルと、前記コイル導体に沿って
長尺形状に形成された複数の磁気抵抗効果素子を有する磁気検知部と、前記磁気検知部が
被測定磁界を検知したときの検知出力に応じて前記コイル導体に前記被測定磁界を打ち消
す向きの磁界を誘導する電流を与えるコイル通電部と、前記コイル導体に流れる電流量を
検知する電流検知部、とが設けられた平衡式磁界検知装置において、
　１つの前記磁気検知部では、複数本の前記磁気抵抗効果素子が平行に配置され且つ直列
に接続され、それぞれの前記磁気抵抗効果素子の検知軸が同じ向きに設定されており、
　１本の前記コイル導体に対して、同じ前記磁気検知部を構成する前記磁気抵抗効果素子
が複数本対向していることを特徴する平衡式磁界検知装置。
【請求項２】
　前記磁気抵抗効果素子は、前記コイル導体の直線状に延びる部分に対向している請求項
１記載の平衡式磁界検知装置。
【請求項３】
　前記コイル導体の断面形状は、幅方向の寸法よりも高さ方向の寸法が短い長方形状であ
り、前記断面の前記幅方向に延びる長辺に、前記磁気抵抗効果素子が対向している請求項
１または２記載の平衡式磁界検知装置。
【請求項４】
　前記磁気抵抗効果素子が、前記コイル導体から前記幅方向へ突出していない請求項３記
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載の平衡式磁界検知装置。
【請求項５】
　前記磁気抵抗効果素子へ至る被測定磁界を減衰させる磁気シールド層が設けられている
請求項１ないし４のいずれかに記載の平衡式磁界検知装置。
【請求項６】
　電流路が設けられ、前記電流路で誘導された前記被測定磁界が、前記磁気抵抗効果素子
に与えられる請求項１ないし５のいずれかに記載の平衡式磁界検知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィードバックコイルを使用した平衡式磁界検知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、被測定電流の大きさを検知する平衡式磁界検知装置に関する発明が記
載されている。
【０００３】
　この磁界検知装置は、被測定電流が通過する導体に磁気抵抗効果素子とフィードバック
コイルとが対向している。導体に流れる被測定電流で励起された電流磁界は磁気抵抗効果
素子で検知され、その検知出力の大きさに対応したコイル電流が前記フィードバックコイ
ルに与えられるように制御される。フィードバックコイルから磁気抵抗効果素子へは、前
記電流磁界とは逆向きのキャンセル磁界が与えられ、磁気抵抗効果素子で検知される電流
磁界とキャンセル磁界とが平衡状態となったときに、フィードバックコイルに流れている
電流が検知され、電流の検知出力が被測定電流の測定値となる。
【０００４】
　特許文献１に記載の磁界検知装置は、その図３に示すように、磁気抵抗効果素子が、互
いに平行な複数の長尺パターンがいわゆるミアンダ形状に接続されて構成されている。ま
た、図５に示すように、フィードバックコイルを構成する配線パターンの１本に対して磁
気抵抗効果素子の長尺パターンが１本対向する構造である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＷＯ２０１３／０１８６６５Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載されている磁界検知装置では、フィードバックコイルの配線パターン
と、磁気抵抗効果素子の長尺パターンとが１本対１本の関係で対向する構造であるため、
以下の課題がある。
【０００７】
（１）フィードバックコイルの配線パターンと磁気抵抗効果素子の長尺パターンとが１本
対１本で対向する構造であると、配線パターンの配列ピッチを長尺パターンの配列ピッチ
に合わせなくてはならないため、配線パターンの幅寸法は当然に小さくなる。幅寸法の小
さい配線パターンを周回するキャンセル磁場が誘導されると、キャンセル磁界は、長尺パ
ターンの幅方向の中央部において感度軸方向である水平方向に比較的強く作用するのに対
し、長尺パターンの幅方向の両側部では、感度軸と交差する向きに作用しやすくなる。そ
の結果、磁気抵抗効果素子の検知出力の線形性が低下し、また交番磁界に対して前記検知
出力のヒステリシスも大きくなる。
【０００８】
（２）フィードバックコイルの配線パターンと磁気抵抗効果素子の長尺パターンとが１本
対１本で対向する構造であると、１本の配線パターンに流れる電流によって、１本の長尺
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パターンに対して比較的大きなキャンセル磁界が与えられる。そのため、電流磁界の増減
に対して、これをキャンセルするのに必要なコイル電流の増減幅を大きくできず、電流磁
界に対する感度を高くするのに限界がある。
【０００９】
（３）また、フィードバックコイルは、幅寸法の小さい配線パターンを多数巻きで形成し
なくてはならないため、インピーダンスが上昇し、消費電力が大きくなる。
【００１０】
　本発明は上記従来の課題を解決するものであり、フィードバックコイルの１本のコイル
導体に対して、磁気抵抗効果素子を複数本対向させることで、前記各課題を解決できるよ
うにした平衡式磁界検知装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、コイル導体が平面に巻き形成されたフィードバックコイルと、前記コイル導
体に沿って長尺形状に形成された複数の磁気抵抗効果素子を有する磁気検知部と、前記磁
気検知部が被測定磁界を検知したときの検知出力に応じて前記コイル導体に前記被測定磁
界を打ち消す向きの磁界を誘導する電流を与えるコイル通電部と、前記コイル導体に流れ
る電流量を検知する電流検知部、とが設けられた平衡式磁界検知装置において、
　１つの前記磁気検知部では、複数本の前記磁気抵抗効果素子が平行に配置され且つ直列
に接続され、それぞれの前記磁気抵抗効果素子の検知軸が同じ向きに設定されており、
　１本の前記コイル導体に対して、同じ前記磁気検知部を構成する前記磁気抵抗効果素子
が複数本対向していることを特徴するものである。
【００１２】
　本発明の平衡式磁界検知装置は、前記磁気抵抗効果素子が、前記コイル導体の直線状に
延びる部分に対向しているものである。
【００１３】
　本発明の平衡式磁界検知装置では、前記コイル導体の断面形状は、幅方向の寸法よりも
高さ方向の寸法が短い長方形状であり、前記断面の前記幅方向に延びる長辺に、前記磁気
抵抗効果素子が対向している。
【００１４】
　本発明の平衡式磁界検知装置は、前記磁気抵抗効果素子が、前記コイル導体から前記幅
方向へ突出していないことが好ましい。
【００１５】
　本発明の平衡式磁界検知装置は、前記磁気抵抗効果素子へ至る被測定磁界を減衰させる
磁気シールド層が設けられているものとして構成できる。
【００１６】
　本発明の平衡式磁界検知装置は、電流路が設けられ、前記電流路で誘導された前記被測
定磁界が、前記磁気抵抗効果素子に与えられるいわゆる電流検知装置に使用することが可
能である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の平衡式磁界検知装置は、フィードバックコイルの１本のコイル導体に、磁気検
知部を構成する磁気抵抗効果素子が複数本対向している。そのため、個々のコイル導体の
幅寸法を広くすることができ、その結果、各磁気抵抗効果素子に対して感度軸に沿う方向
にフィードバック磁性を与えやすくなり、磁気検知部の検知出力の線形性を高め、交番電
流を与えたときのヒステリシスも低下することができる。
【００１８】
　また、磁気抵抗効果素子に対して被測定磁界を相殺するために必要なフィードバック磁
界を生成するために、フィードバックコイルに流れる電流量が多くなる。その結果、被測
定磁界を検知するときのコイル電流を多くでき、感度を向上させることが可能になる。
【００１９】
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　コイル導体は幅寸法を大きくでき、またフィードバックコイルの巻き数も少なくできる
ので、インピーダンスを低下させることができ、消費電力も低減させることが可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態の平衡式磁界検知装置を使用した電流検知装置を示す平面図
、
【図２】図１に示す平衡式磁界検知装置に装備されている磁気検知部とその配線構造を示
す平面図、
【図３】１個の磁気検知部を示す平面図、
【図４】（Ａ）は、本発明の実施の形態の平衡式磁界検知装置におけるフィードバックコ
イルと磁気検知部とシールド層を示す断面図であり、図３に示すＩＶ－ＩＶ断面に相当す
る断面図、（Ｂ）は一部拡大図、
【図５】（Ａ）は、比較例の平衡式磁界検知装置を示す図４と同じ断面図、（Ｂ）は一部
拡大図、
【図６】（Ａ）は、図４に示す実施の形態の平衡式磁界検知装置において、磁気検知部が
配置されている位置でのフィードバック磁界の強度を示す線図、（Ｂ）は、図５に示す比
較例の平衡式磁界検知装置において、磁気検知部が配置されている位置でのフィードバッ
ク磁界の強度を示す線図、
【図７】平衡式磁界検知装置を使用した電流検知装置の回路図、
【図８】（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）は、３個の磁気抵抗効果素子に対向するコイル導体の幅寸法
を変化させたときの、フィードバック磁界の強度との関係を示す線図、
【図９】（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）は、３個の磁気抵抗効果素子に対向するコイル導体の幅寸法
を変化させたときの、フィードバック磁界の強度との関係を示す線図、
【図１０】（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）は、３個の磁気抵抗効果素子に対向するコイル導体の幅寸
法を変化させたときの構造図、
【図１１】本発明の実施の形態の平衡式磁界検知装置の感度を示す説明図、
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の実施の形態の平衡式磁界検知装置１は、図１と図２および図４に示す電流路４
０を流れる被測定電流Ｉ０の電流量を検知する電流検知装置の一部として使用されている
。平衡式磁界検知装置１は、磁気検知部１１，１２，１３，１４と、フィードバックコイ
ル３０、およびシールド層３を有している。
【００２２】
　図１と図２および図４に示す本発明の実施の形態では、電流路４０が、フィードバック
コイル３０および磁気検知部１１，１２，１３，１４のＺ方向の真上に配置されている。
電流路４０の位置は、その電流路４０に流れる被測定電流Ｉ０によって発生する磁界が、
磁気検知部１１，１２，１３，１４に対して感度軸方向（Ｙ方向）の成分を与えることが
できれば、前記実施の形態以外の場所であってもよい。
【００２３】
　図４（Ａ）の断面図に示すように、平衡式磁界検知装置１は、基板２を有している。基
板２はシリコン（Ｓｉ）基板である。基板２の表面２ａは平坦面であり、この表面２ａに
、磁気検知部１１，１２，１３，１４が形成されている。図１１と図２には、磁気検知部
１１，１２，１３，１４が平面図で示され、図４（Ａ）には１個の磁気検知部１１が断面
図で示されている。
【００２４】
　図１と図２に示すように、磁気検知部１１，１２，１３，１４はＸ方向へ等間隔で配置
されている。前記電流路４０はＸ方向に延びている。被測定電流Ｉ０は交流電流（または
直流電流）であり、Ｘ方向に流れる。
【００２５】
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　図１と図２に、磁気検知部１１，１２，１３，１４の配置構造と配線構造が示され、図
７に、その回路図が示されている。図７では、説明の都合上、電流路４０が磁気検知部１
１，１２，１３，１４のＹ方向の左側に並べて記載されている。ただし、実際の平衡式磁
界検知装置１では、図１や図４などに示すように、電流路４０は、磁気検知部１１，１２
，１３，１４のＺ方向の真上に配置されている。
【００２６】
　図１と図３の図示左側の端部に位置する磁気検知部１１と図示右側の端部に位置する磁
気検知部１３に配線路５が接続されており、配線路５の端末部に接続ランド部５ａが形成
されている。磁気検知部１１と磁気検知部１２は直列に接続され、磁気検知部１３と磁気
検知部１４は直列に接続されている。中央に位置する磁気検知部１２と磁気検知部１４に
はそれぞれ配線路６が接続されており、それぞれの配線路６の端末部に接続ランド部６ａ
が形成されている。
【００２７】
　直列に接続されている磁気検知部１１と磁気検知部１２の中間に配線路７が接続され、
直列に接続されている磁気検知部１３と磁気検知部１４の中間に配線路８が接続されてい
る。配線路７の端末部に接続ランド部７ａが形成され、配線路８の端末に接続ランド部８
ａが形成されている。
【００２８】
　前記配線路５，６，７，８は基板２の表面２ａに形成された金や銅などの導電層で形成
されている。前記接続ランド部５ａ，６ａ，７ａ，８ａも金などの導電層で形成されてい
る。
【００２９】
　図３に磁気検知部１１の平面形状が拡大して示されている。磁気検知部１１は、Ｙ方向
の幅寸法よりもＸ方向の長手寸法が大きいストライプ形状（長尺形状）の複数本の磁気抵
抗効果素子１１ａにより構成されている。複数本のストライプ形状の磁気抵抗効果素子１
１ａは互いに平行に配置されている。隣り合う磁気抵抗効果素子１１ａの図示左側の端部
が接続電極１２ａで接続され、図示右側の端部が接続電極１２ｂで接続されて、磁気抵抗
効果素子１１ａがいわゆるミアンダパターンに接続されている。１つの磁気検知部１１内
では全ての磁気抵抗効果素子１１ａが直列に接続されている。磁気検知部１１では、図３
の図示上方に位置する磁気抵抗効果素子１１ａが、配線路７に接続され、図示下方に位置
する磁気抵抗効果素子１１ａが配線路５に接続されている。
【００３０】
　他の磁気検知部１２，１３，１４も平面形状は磁気検知部１１と同じであり、それぞれ
、ストライプ形状の磁気抵抗効果素子１１ａが、接続電極１２ａ，１２ｂによっていわゆ
るミアンダパターンに接続されている。
【００３１】
　磁気検知部１１，１２，１３，１４のそれぞれに設けられた磁気抵抗効果素子１１ａは
、巨大磁気抵抗効果を発揮する巨大磁気抵抗効果素子層（ＧＭＲ層）であり、基板２の表
面に形成された絶縁下地層の上に、固定磁性層と非磁性層とフリー磁性層が順に積層され
、フリー磁性層の表面が保護層で覆われている。これらの層はＣＶＤやスパッタ工程で形
成され、その後にエッチングでストライプ形状に形成される。さらにストライプ形状の磁
気抵抗効果素子をミアンダパターンに接続する接続電極１２ａ，１２ｂおよび配線路５，
６，７，８が形成される。
【００３２】
　固定磁性層とフリー磁性層は長手方向がＸ方向に向けられたストライプ形状であり、固
定磁性層の磁化がＹ方向に向けて固定されている。固定磁性層は、第１磁性層と非磁性中
間層と第２の磁性層とが積層されたセルフピン止め構造である。あるいは、反強磁性層の
上に固定磁性層が積層され、反強磁性層との間の反強磁性結合により、固定磁性層の磁化
が固定されている構造であってもよい。
【００３３】
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　図２と図３に、固定磁性層の磁化の固定方向Ｐが矢印で示されている。磁化の固定方向
Ｐがそれぞれの磁気抵抗効果素子１１ａの感度軸方向であり、磁気検知部１１，１２，１
３，１４の感度軸方向である。磁気検知部１１と１４に設けられた磁気抵抗効果素子１１
ａは磁化の固定方向Ｐが同じであり、共に磁化の固定方向Ｐが図示下向きである。磁気検
知部１２と１３に設けられた磁気抵抗効果素子１１ａは磁化の固定方向Ｐが同じであり、
共に磁化の固定方向Ｐが図示上向きである。
【００３４】
　前記磁気抵抗効果素子１１ａでは、フリー層の磁化Ｆが形状異方性や反強磁性層を用い
たバイアス磁界などによってＸ方向に単磁区化されて揃えられている。それぞれの磁気検
知部１１，１２，１３，１４において、感度軸（Ｐ方向）方向に沿う向きの外部磁界が与
えられると、フリー磁性層においてＸ方向に揃えられていた磁化Ｆの向きがＹ方向へ向け
て傾けられる。フリー磁性層の磁化のベクトルと磁化の固定方向Ｐとの角度が小さくなる
と、磁気抵抗効果素子１１ａの電気抵抗が低下し、フリー磁性層の磁化のベクトルと磁化
の固定方向Ｐとの角度が大きくなると、磁気抵抗効果素子１１ｂの抵抗値が大きくなる。
【００３５】
　図７の回路図に示すように、配線路５に電源Ｖｄｄが接続され、配線路６，６が接地電
位に設定されて、磁気検知部１１，１２，１３，１４で構成されているフルブリッジ回路
に定電圧が印加されている。配線路８からは中点電圧Ｖ１が得られ、配線路７からは中点
電位Ｖ２が得られる。
【００３６】
　磁気検知部１１（１２，１３，１４）の表面に下部絶縁層が形成されており、図４（Ａ
）に示すように、下部絶縁層の表面にフィードバックコイル３０が形成されている。図１
にフィードバックコイル３０の平面パターンが示されている。フィードバックコイル３０
は、一方のランド部３１から他方のランド部３２に向けて時計回りの螺旋状に巻かれて形
成されている。磁気検知部１１，１２，１３，１４の上には、フィードバックコイル３０
の対向検知部３０ａが重ねられている。
【００３７】
　対向検知部３０ａでは、フィードバックコイル３０において螺旋状に巻かれているコイ
ル導体３５が、互いに平行で、Ｘ方向へ直線状に延びている。図４には、対向検知部３０
ａにおけるフィードバックコイル３０の断面形状が示されている。対向検知部３０ａでは
コイル導体３５がＹ方向へ一定の間隔を空けて複数条が配列している。
【００３８】
　コイル導体３５はメッキ層であり、低抵抗の非磁性金属層である金で形成されている。
ただし、コイル導体３５は銅など他の金属で形成してもよい。図４（Ｂ）に示すように、
コイル導体３５の断面形状は、Ｙ方向の幅寸法Ｗ１が、Ｚ方向の高さ寸法Ｈ１よりも長い
長方形状である。幅寸法Ｗ１は２０~６０μｍ程度であり、高さ寸法Ｈ１は幅寸法Ｗ１の
１／３以下である。
【００３９】
　図４（Ａ）（Ｂ）に示すように、磁気検知部１１を構成する磁気抵抗効果素子１１ａは
、Ｙ方向に一定のピッチで配列している。コイル導体３５の下面である対向面３５ａは断
面形状で長辺として現れる部分である。１条（１本）のコイル導体の対向面３５ａに対し
、Ｚ方向において、複数条（複数本）の磁気抵抗効果素子１１ａが対向している。図の実
施の形態では、対向面３５ａに３条（３本）の磁気抵抗効果素子１１ａが対向している。
【００４０】
　他の磁気検知部１２，１３，１４においても同様に、１条のコイル導体３５の対向面３
５ａに３条の磁気抵抗効果素子１１ａが対向している。
【００４１】
　フィードバックコイル３０の対向検知部３０ａの上は上部絶縁層で覆われており、上部
絶縁層の上にシールド層３が形成されている。シールド層３はＮｉ－Ｆｅ合金（ニッケル
ー鉄合金）などの磁性金属材料で形成されたメッキ層である。
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【００４２】
　図７の回路部に示すように、磁気検知部１１，１２，１３，１４でブリッジ回路が構成
されており、配線路８で得られる中点電圧Ｖ１と配線路７で得られる中点電位Ｖ２が、コ
イル通電部１５に与えられる。コイル通電部１５は、差動増幅部１５ａと補償回路１５ｂ
とを有している。差動増幅部１５ａはオペアンプを主体として構成されており、入力され
た中点電圧Ｖ１とＶ２との差（Ｖ１－Ｖ２）が検出電圧Ｖｄとして求められる。この検出
電圧Ｖｄが補償回路１５ｂに与えられ補償電流であるコイル電流Ｉｄが生成され、コイル
電流Ｉｄは、フィードバックコイル３０に与えられる。
【００４３】
　なお、差動増幅部１５ａと補償回路１５ｂとが一体となったものが、補償型の差動増幅
部と呼ばれることがある。
【００４４】
　図７に示すように、フィードバックコイル３０のランド部３１が補償回路１５ｂに接続
され、ランド部３２が電流検知部１７に接続されている。電流検知部１７は、フィードバ
ックコイル３０に接続された抵抗１７ａと、抵抗１７ａに作用する電圧を検知する電圧検
知部１７ｂとを有している。
【００４５】
　次に、平衡式磁界検知装置１の動作を説明する。
　図７に示すように、電流路４０においてＸ方向へ流れる被測定電流Ｉ０によって被測定
磁界Ｈ０が誘導される。被測定電流Ｉ０は交流電流または直流電流であるが、ここでは、
被測定電流Ｉ０が、図７において図示上向きに流れ、図４（Ａ）において紙面奥方向へ流
れている瞬間を想定する。このときの被測定磁界Ｈ０の向きは図４（Ａ）と図７において
矢印で示され、磁気検知部１１，１２，１３，１４に、磁界のＹ方向の成分が印加される
。
【００４６】
　図２と図７に示すように、磁気検知部１１，１４と磁気検知部１２，１３とで、感度軸
である固定磁性層の磁化の固定方向Ｐが互いに逆向きである。図４（Ａ）と図７において
矢印で示す向きの被測定磁界Ｈ０が磁気検知部１１，１２，１３，１４に与えられると、
磁気検知部１１と磁気検知部１４では、磁気抵抗効果素子１１ａの抵抗値が増加し、磁気
検知部１２と磁気検知部１３では、磁気抵抗効果素子１１ａの抵抗値が低下する。このと
き、差動増幅部１５ａの出力値である検出電圧Ｖｄは被測定電流Ｉ０が大きくなるにした
がって増大していく。
【００４７】
　補償回路１５ｂからは、フィードバックコイル３０にコイル電流Ｉｄが与えられ、フィ
ードバックコイル３０にキャンセル電流Ｉｄ１が流れる。対向検知部３０ａでは、被測定
電流Ｉ０とキャンセル電流Ｉｄ１の流れる方向が逆向きとなり、キャンセル電流Ｉｄ１に
よって、磁気検知部１１，１２，１３，１４に、被測定磁界Ｈ０を相殺する向きのキャン
セル磁界Ｈｄが与えられる。
【００４８】
　被測定電流Ｉ０で誘導される被測定磁界Ｈ０が、キャンセル磁界Ｈｄよりも大きいとき
は、配線路８で得られる中点電圧Ｖ１が高くなり、配線路７で得られる中点電位Ｖ２が低
くなって、差動増幅部１５ａの出力である検出電圧Ｖｄが高くなる。このとき、補償回路
１５ｂでは、キャンセル磁界Ｈｄを増加させて前記検出電圧Ｖｄをゼロに近づけるための
コイル電流Ｉｄが生成され、このコイル電流Ｉｄがフィードバックコイル３０に与えられ
る。磁気検知部１１，１２，１３，１４に作用するキャンセル磁界Ｈｄと被測定磁界Ｈ０
とが平衡状態となって、前記検出電圧Ｖｄが所定値以下となったときに、フィードバック
コイル３０に流れているコイル電流Ｉｄ（キャンセル電流Ｉｄ１）が図７に示す電流検知
部１７で検知され、これが被測定電流Ｉ０の電流測定値となる。
【００４９】
　前記平衡式磁界検知装置１では、磁気検知部１１，１２，１３，１４とフィードバック
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コイル３０の上にシールド層３が形成されており、被測定電流Ｉ０で誘導される被測定磁
界Ｈ０の一部がシールド層３に吸収されるため、磁気検知部１１，１２，１３，１４に与
えられる被測定磁界Ｈ０が減衰させられる。その結果、磁気検知部１１，１２，１３，１
４の磁気抵抗効果素子１１ａが磁気飽和するまでの被測定電流Ｉ０の変化の範囲を広げる
ことができ、ダイナミックレンジを広げることが可能になる。
【００５０】
　次に、図４に示すように、フィードバックコイル３０の対向検知部３０ａにおいて、１
条のコイル導体３５の対向面３５ａに３条の磁気抵抗効果素子１１ａが対向している。
【００５１】
　そのため、個々の磁気抵抗効果素子１１ａに対して感度軸（固定磁化の方向Ｐ）と平行
に作用する磁場成分を大きくでき、磁気検知部１１，１２，１３，１４での検知出力の線
形性とリニアリティを高く維持することができる。また、磁気検知部１１，１２，１３，
１４の抵抗値を変化させるのに必要となるコイル電流Ｉｄすなわちキャンセル電流Ｉｄ１
が大きくなるので、磁気検知部での検知感度を高めることが可能になる。
【００５２】
　図５（Ａ）には、比較例の平衡式磁界検知装置１０１の断面図が記載されている。図５
（Ａ）は図４（Ａ）と同じ個所の断面を示している。
【００５３】
　図４（Ａ）に示す実施の形態の磁気検知装置１と、図５（Ａ）に示す比較例の平衡式磁
界検知装置１０１とで、磁気検知部１１，１２，１３，１４における磁気抵抗効果素子１
１ａのＹ方向の幅寸法ＳＷとＹ方向の配列ピッチが同じである。
【００５４】
　ただし、図５（Ａ）に示す比較例では、フィードバックコイル１３０の対向検知部１３
０ａにおける個々のコイル導体１３５のＹ方向の幅寸法が小さく、コイル導体１３５と磁
気抵抗効果素子１１ａとが１本対１本で上下に対向している。図４（Ａ）と図５（Ａ）と
では、フィードバックコイル３０，１３０の対向検知部３０ａ，１３０ａのＹ方向の幅寸
法はほぼ同じである。したがって、図５（Ａ）に示す比較例でのフィードバックコイル１
３０のコイル導体１３５の巻き数は、図４（Ａ）に示す実施の形態のフィードバックコイ
ル３０の巻き数よりも多くなっている。
【００５５】
　図６（Ａ）は、図４（Ａ）に示す実施の形態において、フィードバックコイル３０を構
成するコイル導体３５の下面である対向面３５ａから図示下側に０．５μｍ離れた位置に
おいて、個々のコイル導体３５から誘導されるキャンセル磁界ＨｄのうちのＹ方向の成分
を測定した結果を示している。図６（Ｂ）は、図５（Ａ）に示す比較例において、フィー
ドバックコイル３０の下面から図示下側に０．５μｍ離れた位置で、個々のコイル導体１
３５から誘導されるキャンセル磁界ＨｄのうちのＹ方向の成分を測定した結果を示してい
る。
【００５６】
　図６（Ａ）（Ｂ）において、横軸は、図４（Ａ）と図５（Ａ）に示す０点を起点とする
右方向（＋）と左方向（－）のＹ座標位置を示している。縦軸は、キャンセル磁界Ｈｄの
Ｙ方向成分の強度（ｍＴ）を示している。
【００５７】
　図４に示す実施の形態でのコイル導体３５の断面形状は、Ｙ方向の幅寸法Ｗ１が２２μ
ｍであり、Ｚ方向の高さ寸法Ｈ１が５μｍである。図５に示す比較例でのコイル導体１３
５の断面形状は、Ｙ方向の幅寸法が２μｍであり、Ｚ方向の高さ寸法が５μｍである。図
４と図５において、個々の磁気抵抗効果素子１１ａのＹ方向の幅寸法ＳＷを４μｍとした
。
【００５８】
　図６に示すキャンセル磁界Ｈｄを誘導するために、実施の形態のフィードバックコイル
３０と比較例のフィードバックコイル１３０のそれぞれにコイル電流Ｉｄとして１０ｍＡ
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の直流電流を与えた。
【００５９】
　図５（Ａ）に示す比較例では、Ｙ方向の幅寸法が小さいコイル導体１３５が短いピッチ
で並んでいる。そのため、図６（Ｂ）に示すように、磁気抵抗効果素子１１ａが配列して
いる高さ位置でのキャンセル磁界ＨｄのＹ方向成分が、コイル導体１３５の配列ピッチに
合わせて細かく変動している。これに対し、図４（Ａ）に示す実施の形態では、個々のコ
イル導体３５のＹ方向の幅寸法が大きいため、図６（Ａ）に示すように、磁気抵抗効果素
子１１ａが配列している高さ位置に、キャンセル磁界ＨｄのＹ方向成分が作用しやすくな
る。
【００６０】
　さらに、Ｙ方向での単位幅当たりのキャンセル電流Ｉｄ１の電流量、すなわちＹ方向で
の電流密度は、図５（Ａ）の比較例に比べて、図４（Ａ）の実施の形態の方が低くなって
いる。
【００６１】
　以上から、本発明の実施の形態の平衡式磁界検知装置１は、比較例の平衡式磁界検知装
置１０１に比較して以下の効果を奏することができる。
【００６２】
（１）図５（Ｂ）に示すように、比較例では、個々のコイル導体１３５で誘導されたキャ
ンセル磁界Ｈｄの周回成分が磁気抵抗効果素子１１ａに作用する。そのため、幅寸法ＳＷ
の磁気抵抗効果素子１１ａの幅方向の中心部ではキャンセル磁界ＨｄのうちのＹ方向成分
が強くなるが、幅寸法ＳＷの両側部では、キャンセル磁界ＨｄのうちのＹ方向成分が弱く
なる。したがって、キャンセル電流Ｉｄ１が変化したときの磁気抵抗効果素子１１ａの抵
抗値の変化の線形性が低下することになる。また、コイル電流Ｉｄが交流電流で、キャン
セル磁界Ｈｄが交番磁界となったときの、磁気抵抗効果素子１１ａの抵抗値の変化のヒス
テリシスも大きくなる。
【００６３】
　これに対し、図４（Ｂ）に示すように、実施の形態では、Ｙ方向の幅寸法の大きい１条
のコイル導体３５で誘導されるキャンセル磁界ＨｄのＹ方向の成分が、個々の磁気抵抗効
果素子１１ａに作用しやすくなり、特に、コイル導体３５に対向する３条の磁気抵抗効果
素子１１ａのうちの中央部に位置するものに対しては、キャンセル磁界ＨｄのＹ方向成分
が支配的に作用するようになる。したがって、実施の形態の平衡式磁界検知装置１では、
磁気検知部１１，１２，１３，１４の検知出力の線形性を維持しやすくなり、キャンセル
磁界Ｈｄが交番電流のときのヒステリシスも低減できるようになる。
【００６４】
（２）図４の実施の形態におけるコイル電流Ｉｄと図５の比較例におけるコイル電流Ｉｄ
を同じ値としたときに、図６（Ａ）に示すように、実施の形態において、個々の磁気抵抗
効果素子１１ａに作用するキャンセル磁界Ｈｄは、図６（Ｂ）に示すように、比較例にお
いて個々の磁気抵抗効果素子１１ａに作用するキャンセル磁界Ｈｄよりも弱くなる。
【００６５】
　そのため、磁気検知部１１，１２，１３，１４で検知する被測定磁界Ｈ０をキャンセル
する大きさのキャンセル磁界Ｈｄを磁気抵抗効果素子１１ａに与えるときに、そのために
必要となるコイル電流Ｉｄは、図４に示す実施の形態の方が、図５に示す比較例よりも大
きくなる。
【００６６】
　図１１には、横軸に被測定磁界Ｈ０の大きさが示され、縦軸に被測定磁界Ｈ０をキャン
セルするのに必要なコイル電流Ｉｄが示されている。図５に示す比較例では、図１１にお
いて直線（ｉｉ）で示すように、所定幅で変化する被測定磁界Ｈ０をキャンセルするのに
必要なコイル電流Ｉｄの増減幅が狭いのに対し、図４に示す実施の形態では、直線（ｉ）
で示すように、所定幅で変化する被測定磁界Ｈ０をキャンセルするのに必要なコイル電流
Ｉｄの増減幅が広くなっている。これは実施の形態の平衡式磁界検知装置１が、比較例の
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平衡式磁界検知装置１０１に比べて検知感度が高くなることを意味している。
【００６７】
　したがって、比較的弱い被測定磁界Ｈ０であっても、高いＳ／Ｎ比で検知出力を得るこ
とができる。
【００６８】
（３）図４に示す実施の形態では、個々のコイル導体３５の断面積を大きくできるため、
フィードバックコイル３０の抵抗値を下げることができる。またフィードバックコイル３
０の巻き数を少なくできるため、インダクタンスを低下させてインピーダンスを低下させ
ることができる。よって、高周波の非検知電流Ｉ０の検知にも優れたものとなり、消費電
力も低減できる。
【００６９】
　次に、図８ないし図１０を参照して、コイル導体３５の幅寸法Ｗ１と、磁気抵抗効果素
子１１ａに作用するキャンセル磁界ＨｄのＹ方向成分の変化について説明する。
【００７０】
　図８（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）と図９（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）では、横軸に、図４（Ａ）に示した
Ｙ方向の座標位置を示しており、縦軸に、コイル導体３５の対向面３５ａよりもＺ方向の
下側に０．５μｍ離れた位置での、キャンセル磁界ＨｄのＹ方向成分の大きさを示してい
る。なお、キャンセル磁界Ｈｄの向きは図６（Ａ）の測定時と逆向きであり、キャンセル
磁界ＨｄのＹ方向成分の大きさは、図８および図９と、図４とで符号が逆になっている。
【００７１】
　磁気抵抗効果素子１１ａの幅寸法ＳＷは４μｍである。コイル導体３５の高さ寸法Ｈ１
は、２μｍである。
【００７２】
　図８と図９では、Ｙ方向の各位置でのキャンセル磁界ＨｄのＹ方向成分の大きさの変化
曲線を破線で示している。またこの破線で示す変化曲線のうち、個々の磁気抵抗効果素子
１１ａと対向する範囲（幅寸法ＳＷの範囲）を３重線で示している。
【００７３】
　図８（Ａ）の測定結果となる条件は、図１０（Ａ）に示すコイル導体３５の幅寸法Ｗ１
が１６μｍであり、Ｙ方向の両側に位置する磁気抵抗効果素子１１ａがコイル導体３５か
ら突出する寸法－δが－２．０μｍである。
【００７４】
　図８（Ｂ）の測定結果となる条件は、コイル導体３５の幅寸法Ｗ１が１９μｍであり、
Ｙ方向の両側に位置する磁気抵抗効果素子１１ａがコイル導体３５から突出する寸法－δ
が－０．５μｍである。
【００７５】
　図８（Ｃ）の測定結果となる条件は、コイル導体３５の幅寸法Ｗ１が２０μｍであり、
図１０（Ｂ）に示すように、Ｙ方向の両側に位置する磁気抵抗効果素子１１ａのＹ方向の
端部が、コイル導体３５のＹ方向の端部に一致している。
【００７６】
　図９（Ａ）の測定結果となる条件は、図１０（Ｃ）に示すコイル導体３５の幅寸法Ｗ１
が２１μｍであり、Ｙ方向の両側に位置する磁気抵抗効果素子１１ａよりもコイル導体３
５が＋δ＝０．５μｍだけ突出している。
【００７７】
　図９（Ｂ）の測定結果となる条件は、コイル導体３５の幅寸法Ｗ１が２２μｍであり、
Ｙ方向の両側に位置する磁気抵抗効果素子１１ａよりもコイル導体３５が＋δ＝１．０μ
ｍだけ突出している。
【００７８】
　図９（Ｃ）の測定結果となる条件は、コイル導体３５の幅寸法Ｗ１が２３μｍであり、
Ｙ方向の両側に位置する磁気抵抗効果素子１１ａよりもコイル導体３５が＋δ＝１．５μ
ｍ突出している。
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【００７９】
　図８と図９の結果によると、いずれの場合も、コイル導体３５に対向する３条の磁気抵
抗効果素子１１ａのうちの中央に位置するものに作用するキャンセル磁界Ｈｄは、Ｙ方向
成分が強くなる。また、Ｙ方向の両側に位置する磁気抵抗効果素子１１ａに対してキャン
セル磁界ＨｄのＹ方向成分を強く作用させるためには、図８（Ｃ）および図１０（Ｂ）に
示すように、磁気抵抗効果素子１１ａが、コイル導体３５から感度軸方向へ出ていないこ
とが好ましい。また、図８（Ｂ）（Ｃ）および図１０（Ｃ）に示すように、コイル導体３
５のＹ方向の両端部が、磁気抵抗効果素子１１ａよりも突出していることがさらに好まし
い。
【００８０】
　なお、１条のコイル導体３５に対向する磁気抵抗効果素子１１ａの数は２個以上であれ
ば、いずれの数であってもよいが、その数が３本などのような奇数であることが好ましい
。奇数の数の磁気抵抗効果素子１１ａをコイル導体３５に対向させると、中央の１本の磁
気抵抗効果素子１１ａが、コイル導体３５の中央部に対向するようになり、中央の磁気抵
抗効果素子１１ａにＹ方向の磁界成分が支配的に作用するようになり、検知出力の線形性
を確保しやすく、ヒステリシスも抑制できるようになる。
【符号の説明】
【００８１】
１　平衡式磁界検知装置
３　シールド層
５，６，７，８　配線層
１１，１２，１３，１４　磁気検知部
１１ａ　磁気抵抗効果素子
１７　電流検知部
３０　フィードバックコイル
３０ａ　対向検知部
３５　コイル導体
４０　電流路
Ｈ０　被測定磁界
Ｈｄ　キャンセル磁界
Ｉ０　被測定電流
Ｉｄ　コイル電流
Ｐ　固定磁性層の磁化の固定方向（感度軸の方向）
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